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地域公共交通確保維持事業のフィーダー補助を活用する系統の詳細について 

１ 地域公共交通確保維持事業を活用する運行系統の位置付け・役割 
仙台市地域公共交通計画に 

おける位置付け 
系統名等 役割 確保・維持策 

バス幹線区間 
仙台都心循環線 

仙台駅を起点に周回する循環線により、都心内を
運行し、補助対象地域間幹線バス系統となる宮城
交通バス秋保線（川崎）に停留所「仙台駅前」で接
続する。 

地域公共交通確保維持
事業（フィーダー補助）
を活用し持続可能な運
行を目指す。 

バス準幹線区間 

地域交通 

つぼぬま号 坪沼地区内を運行し、地域間交通ネットワークと
なる宮城交通バス秋保線（川崎）に停留所「生出中
学校前」で接続する。 

八ツ森号 新川地区内を運行し、地域間交通ネットワークと
なる JR 仙山線に「作並駅・愛子駅・陸前落合駅」
で接続する。 

ぐるりんあきう 秋保地区内を運行し、地域間交通ネットワークと
なるタケヤ交通バス 部ライナーに停留所「秋保・
里センター」で接続する。 

２ 地域公共交通確保維持事業の必要性 

１）仙台都心循環線 
   都心内においては、多様な活動や利便性を高めるため、公共交通等による都心の回遊性強化が必要であ 

ることから、都 回遊の促進及び旅 者等が移動しやすい環境整備に向け、都 内における市 や来訪者 
の移動手段としての役割を担っているが、単独での路線維持が難しいことから、地域公共交通確保維持事
業により運行を確保・維持する必要がある。 

２）つぼぬま号 
   坪沼地区における、通勤・通学・通院・買物等、日常生活に必要不可欠な生活交通手段としての役割を 

担っており、また、地域間交通ネットワークとなる宮城交通バス秋保線（川崎）の停留所「生出中学校 
前」への接続により広域への移動も可能とする欠かせない路線であるが、市や地域での運営努力だけでは 
路線維持が難しいことから、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

３）八ツ森号 
   新川地区における、通勤・通学・通院・買物等、日常生活に必要不可欠な生活交通手段としての役割を 

担っており、また、地域間交通ネットワークとなる JR 仙山線の「作並駅・愛子駅・陸前落合駅」への接 
続により広域への移動も可能とする欠かせない路線であるが、市や地域での運営努力だけでは路線維持が 
難しいことから、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

４）ぐるりんあきう 
   秋保地区における、通勤・通学・通院・買物等、日常生活に必要不可欠な生活交通手段としての役割を 

担っており、また、地域間交通ネットワークとなるタケヤ交通バス 部ライナーの停留所「秋保・ セン 
ター」への接続により広域への移動も可能とする欠かせない路線であるが、市や地域での運営努力だけで
は路線維持が難しいことから、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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３ 補助系統に係る事業及び実施主体の概要 
系統名 起点 経由地 終点 事業認可 

区分 運行態様 実施主体 補助事業の活用 

仙台都心循環線 仙台駅前 錦町公園前 
晩翠草堂前 仙台駅前 ４条乗合 路線定期 

運行 交通事業者 フィーダー補助 

つぼぬま号 坪沼地区内 ４条乗合 区域運行 地域組織 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー補助 

八ツ森号 新川地区内 ４条乗合 区域運行 地域組織 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー補助 

ぐるりんあきう 秋保地区内 ４条乗合 区域運行 地域組織 
(運行は交通事業者に委託) フィーダー補助 

 



 

 

 

 

 

 

令和５年度事業分 
（令和４年 10 月 1   令和５年９ 30 日） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



【令和５年度事業分】 

 

令和５年６月 16日 

 

          （名称）仙台市交通政策推進協議会          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

本市では、将来に向け、鉄道を最大限に活かすためにこれまで鉄道駅へのフィーダーバ

スの結節に加え、都心直行型のバスを主な移動手段とする地域におけるバス幹線軸の形成

や、地域交通による移動手段の確保・充実など、過度に自家用車に依存しない質の高い公

共交通を中心とした交通体系の実現に取り組んできた。 

その一方で、人口減少や高齢化等が進む中、「公共交通カバー圏域の維持や公共交通に

よるアクセス利便性の確保」、「マイカーを持たない世代や高齢者等への移動手段の確保」

などの課題があったことから、質の高い公共交通を中心とした持続可能な公共交通ネット

ワークの構築を図るため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法

律第五十九号）」第五条に基づき、『仙台市地域公共交通計画（令和４年３月）』を策定し

た。 

この仙台市地域公共交通計画では、路線バスの運行状況や沿線人口密度等を踏まえ、路

線バスのネットワークについてエリア設定を行い、公共交通ネットワーク図として整理し

ているが、郊外等で人口が点在していること等から輸送需要の確保が課題と考えられるエ

リアを『みんなで育む多様な交通確保エリア』として位置付けており、このエリア内で

は、山村振興法第７条第１項に基づく振興山村地域や、路線廃止等により交通不便地域に

指定されている地域などもある。 

そのため、通勤・通学・通院・買物等、日常生活に必要不可欠な目的のために、地域住

民が主体となって試験的に地域の移動手段を確保している地区もあるが、令和５年４月よ

り、青葉区新川地区の『八ツ森号』、太白区坪沼地区の『つぼぬま号』の本格運行が開始

されることから、地域公共交通確保維持改善事業により、当該乗合タクシー（『八ツ森

号』及び『つぼぬま号』）を維持することで、住民の生活交通手段を確保する必要があ

る。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

【つぼぬま号】 

利用者数を 674 人以上（直近年度の実績655 人）とする。 

 利用者満足度を 90％以上（直近の実績100％）とする。 

 

【八ツ森号】 

利用者数を 1970 人以上（直近年度の実績 1915 人）とする。 

 利用者満足度を 90％以上（直近の実績88.9％）とする。 

 

 （仙台市地域公共交通計画 P6-2 参照） 

 

（２）事業の効果 

地域交通を維持することにより、新川地区と坪沼地区の高齢者等の日常生活に必要不可

欠な移動手段が確保される。 

また、地域間交通ネットワークと連携することで、外出促進や地域の活性化にもつなが

る。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 
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地域交通を運営する地域組織における、普及啓発に係る利用促進策（運行計画の見直し、

ポスターやリーフレットの作成等）への支援 

（例） 

・検討会を開催し、実績に応じた利用促進策を検討（地域組織・市） 

 ・広報紙を活用したモビリティマネジメントの実施（市・地域組織） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

別添「表１」のとおり 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る地域交通について、その運行に係

る費用総額 7,066,680 円のうち、本市から地域への補助金額については、運賃収入及び国

庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 ・利用者数について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

 ・満足度について、利用者アンケート（車内聞き取りやアンケート箱の設置による意見

聴取） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

別添「表５」のとおり 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
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※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 ※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 令和元年６月  協議会設立 

  ～ 略 ～ 

 令和３年６月  地域公共交通計画等について協議 

  ～ 略 ～ 

 令和４年３月  仙台市地域公共交通計画最終案について合意 

  ～ 略 ～ 

 令和４年１１月 仙台地地域公共交通利便増進実施計画案等について協議 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金の活用等について報告 

 令和５年３月  仙台地地域公共交通利便増進実施計画について合意 

交通不便地域の申請について合意 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金の活用等について報告 

 令和５年５月  地域公共交通確保維持事業に係る計画認定申請について合意 
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19．利用者等の意見の反映状況 

本市では、仙台市交通政策推進協議会とは別に道路運送法施行規則に基づく地域公共交

通会議を有しており、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項等を審議

している。 

また、地域住民が主体となった乗合タクシーについては、町内会や福祉団体等で組織す

る地域組織を設立のうえ運行にあたっているが、この地域組織において利用者等の意見を

聞いた上で具体的な運行計画を検討しており、その後、地域組織から附議され地域公共交

通会議において審議・承認がなされた運行計画の内容を本計画に記載している。 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）仙台市青葉区二日町 12-34      

（所 属）都市整備局地域交通推進課      

（氏 名）梅内 一樹             

（電 話）022-214-8359            

（e-mail）tos009180@city.sendai.jp      
 

 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

　
　
　
R
5
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」、
「終
点
」
及
び
「系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

①

新
川
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

運
行
系
統

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

計
画
運
行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

1
2
1

2
9
0

区
域
運
行

②
（
２
）

宮
城
交
通
停
留
所
「
生
出

中
学
校
前
」

①
区
域
運
行

②
（
１
）

J
R
仙
山
線
「
作
並
駅
・
愛

子
駅
・
陸
前
落
合
駅
」

運 送 継 続 特 例 措 置

1
4
6

1
,2
5
8

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

系
統

キ
ロ
程

K
M
仙
台
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
)

つ
ぼ
ぬ
ま
号

坪
沼
地
区

仙
台
市

(5
)

復
　
　
　
ｋ
ｍ

(2
)

八
ツ
森
号

(4
)

(3
)

相
互
タ
ク
シ
ー
㈱

回
日 日

回

日
回

往
　
　
　
ｋ
ｍ
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

　
　
　
R
6
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」、
「終
点
」
及
び
「系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

(5
)

(4
)

回

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

(3
)

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
9
3

2
,5
2
6

区
域
運
行

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日

新
川
地
区

5
8
4

区
域
運
行

②
（
２
）

宮
城
交
通
停
留
所
「
生
出

中
学
校
前
」

坪
沼
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
4
3

②
（
１
）

J
R
仙
山
線
「
作
並
駅
・
愛

子
駅
・
陸
前
落
合
駅
」

計
画
運
行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

仙
台
市

K
M
仙
台
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
)

つ
ぼ
ぬ
ま
号

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

相
互
タ
ク
シ
ー
㈱

(2
)

八
ツ
森
号
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

　
　
　
R
7
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」、
「終
点
」
及
び
「系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

計
画
運
行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

仙
台
市

K
M
仙
台
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
)

つ
ぼ
ぬ
ま
号

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

相
互
タ
ク
シ
ー
㈱

(2
)

八
ツ
森
号

新
川
地
区

5
8
0

区
域
運
行

②
（
２
）

宮
城
交
通
停
留
所
「
生
出

中
学
校
前
」

坪
沼
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
4
0

②
（
１
）

J
R
仙
山
線
「
作
並
駅
・
愛

子
駅
・
陸
前
落
合
駅
」

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

(3
)

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
9
0

2
,5
0
6

区
域
運
行

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

(5
)

(4
)

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

仙台市地域公共交通利便増
進実施計画

令和５年３月 -

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

仙台市地域公共交通計画 令和４年３月

根拠法

49,863 新川地区 山村振興法第七条

371 坪沼地区 局長指定

人口集中地区以外 92,239

交通不便地域等 50,234

人　口 対象地区

(Ｒ５年度事業分)

市区町村名 仙台市

人　口
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令和６年度事業分 
（令和 5 年 10 月 1   令和 6 年９月 30 日） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
【令和６年度事業分】 

令和６年３月 22 日 

（一部変更：令和５年 10 月１日） 

（一部変更：令和６年４月１日） 

          （名称）仙台市交通政策推進協議会          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

本市では、将来に向け、鉄道を最大限に活かすためにこれまで鉄道駅へのフィーダーバ

スの結節に加え、都心直行型のバスを主な移動手段とする地域におけるバス幹線軸の形成

や、地域交通による移動手段の確保・充実など、過度に自家用車に依存しない質の高い公

共交通を中心とした交通体系の実現に取り組んできた。 

その一方で、人口減少や高齢化等が進む中、「公共交通カバー圏域の維持や公共交通によ

るアクセス利便性の確保」、「マイカーを持たない世代や高齢者等への移動手段の確保」な

どの課題があったことから、質の高い公共交通を中心とした持続可能な公共交通ネットワ

ークの構築を図るため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第

五十九号）」第五条に基づき、『仙台市地域公共交通計画（令和４年３月）』を策定した。 

この仙台市地域公共交通計画では、路線バスの運行状況や沿線人口密度等を踏まえ、路

線バスのネットワークについてエリア設定を行い、公共交通ネットワーク図として整理し

ているが、郊外等で人口が点在していること等から輸送需要の確保が課題と考えられるエ

リアを『みんなで育む多様な交通確保エリア』として位置付けており、このエリア内で

は、山村振興法第７条第１項に基づく振興山村地域や、路線廃止等により交通不便地域に

指定されている地域などもある。 

そのため、通勤・通学・通院・買物等、日常生活に必要不可欠な目的のために、地域住

民が主体となって試験的に地域の移動手段を確保している地区もあるが、令和５年４月よ

り、青葉区新川地区の『八ツ森号』、太白区坪沼地区の『つぼぬま号』、令和６年４月よ

り、太白区秋保地区の『ぐるりんあきう』の本格運行が開始されることから、地域公共交

通確保維持改善事業により、当該乗合タクシー（『八ツ森号』、『つぼぬま号』及び『ぐるり

んあきう』）を維持することで、住民の生活交通手段を確保する必要がある。 

また、仙台市地域公共交通計画において、公共交通の需要が一定程度見込まれ、都市の

骨格となる鉄道及び比較的多数の人を効率的に輸送できる路線バスにより運行を維持する

エリアを『みんなで支える路線バスエリア』として位置付けている。 

都心エリアにおいては、都心での多様な活動や利便性を高めるため、公共交通等による

都心の回遊性強化が必要であるため、都心回遊の促進及び旅行者等が移動しやすい環境整

備に向け、令和５年４月より宮城交通（株）の『仙台都心循環線』の本格運行が開始され

ていることから、地域公共交通確保維持改善事業により、仙台都心循環線を維持すること

で、都心内における市民や来訪者の移動手段を確保する必要がある。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

【つぼぬま号】 

利用者数を 674 人以上（直近年度の実績 655 人）とする。 

 利用者満足度を 90％以上（直近の実績 100％）とする。 

【八ツ森号】 

利用者数を 1,970 人以上（直近年度の実績 1,915 人）とする。 

 利用者満足度を 90％以上（直近の実績 88.9％）とする 

【仙台都心循環線】 

利用者数を 31,564 人以上（直近年度の実績 29,460 人）とする 

【ぐるりんあきう】 

利用者数を 5,156 人以上（直近年度の実績 5,011 人）とする。 

利用者満足度を 90％以上（直近の実績 81.8％）とする。 

（仙台市地域公共交通計画 P6-2 参照） 
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（２）事業の効果 

つぼぬま号、八ツ森号及びぐるりんあきうを維持することにより、坪沼地区、新川地区及

び秋保地区の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。 

また、地域間交通ネットワークと連携することで、外出促進や地域の活性化にもつながる。 

仙台都心循環線を維持することにより、市民や来訪者の移動手段が確保されるとともに、

仙台都心循環線と重複する路線の利用者が、仙台都心循環線へ転換することによる将来的な

運行効率化が見込まれる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

つぼぬま号、八ツ森号及びぐるりんあきうを運営する地域組織における、普及啓発に係る

利用促進策（運行計画の見直し、ポスターやリーフレットの作成等）への支援 

（例） 

・検討会を開催し、実績に応じた利用促進策を検討（地域組織・市） 

 ・広報紙を活用したモビリティマネジメントの実施（市・地域組織） 

 

仙台都心循環線の利用促進のために、都心来訪者や市民に向けたポスター掲示及びチラシ

配布による周知広報の実施 

  

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
別添「表１」のとおり 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 
 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る路線について、その運行に係る費用

総額 44,936,475 円のうち、本市からつぼぬま号、八ツ森号及びぐるりんあきうを運営する

地域組織への補助金額については、運賃収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額

分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 『つぼぬま号・八ツ森号・ぐるりんあきう』 

・利用者数について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

 ・満足度について、利用者アンケート（車内聞き取りやアンケート箱の設置による意見

聴取） 

 『仙台都心循環線』 

 ・利用者数について、トラフィックデータによる評価を実施 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 
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10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 
別添「表５」のとおり 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車

両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用し

た利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 ※該当なし 
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18．協議会の開催状況と主な議論 

 令和元年６月  協議会設立 

  ～ 略 ～ 

 令和３年６月  地域公共交通計画等について協議 

  ～ 略 ～ 

 令和４年３月  仙台市地域公共交通計画最終案について合意 

  ～ 略 ～ 

 令和４年１１月 仙台市地域公共交通利便増進実施計画案等について協議 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金の活用等について報告 

 令和５年３月  仙台市地域公共交通利便増進実施計画について合意 

交通不便地域の申請について合意 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金の活用等について報告 

 令和５年５月  地域公共交通確保維持事業に係る計画認定申請について合意 

 令和５年９月  地域公共交通計画変更届について合意 

 令和５年１１月 仙台市地域公共交通利便増進実施計画案等について協議 

         仙台市地域公共交通確保維持改善事業費の自己評価について協議 

         仙台市地域公共交通計画の評価指標の状況等について報告 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

本市では、仙台市交通政策推進協議会とは別に道路運送法施行規則に基づく地域公共交通

会議を有しており、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項等を審議して

いる。 

また、地域住民が主体となった乗合タクシーについては、町内会や福祉団体等で組織する

地域組織を設立のうえ運行にあたっているが、この地域組織において利用者等の意見を聞い

た上で具体的な運行計画を検討しており、その後、地域組織から附議され地域公共交通会議

において審議・承認がなされた運行計画の内容を本計画に記載している。 

 

仙台都心循環線については、仙台市地域公共交通利便増進実施計画の個別事業として位置

付ける際に、仙台市交通政策推進協議会において地域公共交通の利用者の代表等から意見聴

取を行った上で合意がなされた事業内容を本計画に記載している。 

 

 

 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

　
　
　
R
6
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」、
「終
点
」
及
び
「系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

運
行
系
統

復
　
　
　
ｋ
ｍ

(2
)

八
ツ
森
号

回
(5
)

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

往
　
　
　
ｋ
ｍ

計
画
運
行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

2
4
3

5
8
4

区
域
運
行

②
（
２
）

宮
城
交
通
停
留
所
「
生
出

中
学
校
前
」

①
区
域
運
行

②
（
１
）

J
R
仙
山
線
「
作
並
駅
・
愛

子
駅
・
陸
前
落
合
駅
」

運 送 継 続 特 例 措 置

2
,5
2
6

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

3
6
6

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

系
統

キ
ロ
程

K
M
仙
台
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
)

つ
ぼ
ぬ
ま
号

坪
沼
地
区

仙
台
市

宮
城
交
通
㈱

〇
路
線
定
期
運
行

①

往
　
　
　
ｋ
ｍ

①

新
川
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

タ
ケ
ヤ
交
通
停
留
所
「
秋

保
・里
セ
ン
タ
ー
」

仙
台
駅
で
補
助
対
象
地
域

間
幹
線
系
統
宮
城
交
通
バ

ス
秋
保
（
川
崎
）
線
と
接
続

①

2
,7
6
2

区
域
運
行

②
（１
）

①
秋
保
地
区

1
2
4

日

相
互
タ
ク
シ
ー
㈱

3
.8
ｋ
ｍ

（
循
環
線
）

2
9
3

㈲
秋
保
交
通

(4
)
ぐ
る
り
ん
あ
き
う

(3
)
仙
台
都
心
循
環
線

仙
台

駅
前

6
,5
8
8

錦
町
公
園
前

晩
翠
草
堂
前

仙
台
駅
前
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

　
　
　
R
7
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」、
「終
点
」
及
び
「系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

仙
台
市

K
M
仙
台
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
)

つ
ぼ
ぬ
ま
号

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

相
互
タ
ク
シ
ー
㈱

(2
)

八
ツ
森
号

宮
城
交
通
㈱

(3
)
仙
台
都
心
循
環
線

(5
)

坪
沼
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
3
8

②
（
１
）

J
R
仙
山
線
「
作
並
駅
・
愛

子
駅
・
陸
前
落
合
駅
」

計
画
運
行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

①

5
7
2

区
域
運
行

②
（
２
）

宮
城
交
通
停
留
所
「
生
出

中
学
校
前
」

錦
町
公
園
前

晩
翠
草
堂
前

仙
台
駅
前

3
.8
ｋ
ｍ

（
循
環
線
）

3
6
5

復
　
　
　
ｋ
ｍ

①
仙
台
駅
で
補
助
対
象
地
域

間
幹
線
系
統
宮
城
交
通
バ

ス
秋
保
（
川
崎
）
線
と
接
続

仙
台

駅
前

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
8
8

2
,4
8
0

区
域
運
行

路
線
定
期
運
行

〇

新
川
地
区

①
6
,5
7
0

②
（１
）

タ
ケ
ヤ
交
通
停
留
所
「
秋

保
・里
セ
ン
タ
ー
」

①
秋
保
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
4
4

5
,4
4
6

復
　
　
　
ｋ
ｍ

区
域
運
行

㈲
秋
保
交
通

(4
)
ぐ
る
り
ん
あ
き
う

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

23



表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

　
　
　
R
8
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」、
「終
点
」
及
び
「系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
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と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
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．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」
「利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
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よ
る
運
行
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場
合
は
、
営
業
区
域
を
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し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

新
川
地
区

J
R
仙
山
線
「
作
並
駅
・
愛

子
駅
・
陸
前
落
合
駅
」

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

計
画
運
行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

①
5
7
2

区
域
運
行

②
（
２
）

宮
城
交
通
停
留
所
「
生
出

中
学
校
前
」

坪
沼
地
区

仙
台
市

K
M
仙
台
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
)

つ
ぼ
ぬ
ま
号

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

相
互
タ
ク
シ
ー
㈱

(2
)

八
ツ
森
号

(5
)

2
3
8

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

宮
城
交
通
㈱

(3
)
仙
台
都
心
循
環
線

仙
台

駅
前

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
8
8

2
,4
8
0

区
域
運
行

路
線
定
期
運
行

①
仙
台
駅
で
補
助
対
象
地
域

間
幹
線
系
統
宮
城
交
通
バ

ス
秋
保
（
川
崎
）
線
と
接
続

①
錦
町
公
園
前

晩
翠
草
堂
前

仙
台
駅
前

3
6
5

②
（
１
）

6
,5
7
0
〇

タ
ケ
ヤ
交
通
停
留
所
「
秋

保
・里
セ
ン
タ
ー
」

①
復
　
　
　
ｋ
ｍ

秋
保
地
区

往
　
　
　
ｋ
ｍ

2
4
2

5
,4
0
4

3
.8
ｋ
ｍ

（
循
環
線
）

区
域
運
行

②
（１
）

㈲
秋
保
交
通

(4
)
ぐ
る
り
ん
あ
き
う

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 仙台市

人　口

人口集中地区以外 92,239

交通不便地域等 50,234

人　口 対象地区 根拠法

49,863 新川地区、秋保地区 山村振興法第七条

371 坪沼地区 局長指定

(Ｒ６年度事業分)

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

仙台市地域公共交通利便増
進実施計画

令和５年３月 令和６年度

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

仙台市地域公共交通計画 令和４年３月
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